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「内部統制システム構築に関する基本方針」の一部改訂に関するお知らせ 

 

当社は、平成20年５月13日開催の取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針

について一部改訂することを決議しましたので、下記のとおり改訂後の内容をお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

 

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 経営理念を敷衍した企業行動憲章や行動規範、倫理規範を明示した「企業行動についてのガイド

ライン」を定め、その浸透に努めております｡ 

(2) コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス委員会において取締役及び使用人のコンプライ

アンス状況を把握し、問題がある場合は取締役会に答申する体制を整備しております｡また、そ

の一環として内部通報規程を定め、社内外に設置した内部通報窓口を通じて法令違反、企業倫理

違反等の情報を入手し、コンプライアンス委員会により適切に対応する体制を整備しております。 

(3) 社長直轄の組織として内部監査グループを設置し、会社の業務及び財産の実態を監査し、不正・

過誤の防止に努めております。 

(4) 「企業行動についてのガイドライン」により、反社会的勢力とは一切関係を持たず、また不当要

求に対し会社として一切応じないことを定め、その浸透に努めております。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 取締役会等重要な会議の意思決定その他取締役の職務執行に係る情報に付き適正に記録し、さら

に文書管理規程等に基づき適切に保存及び管理を行っております。 

(2) 内部情報管理規程及び情報セキュリティポリシーを定め、情報管理体制・方法等を明確にするこ

とにより、取締役の職務執行に係る情報が不正に利用されないよう適正に管理を行っております。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 信用、品質、工事安全、システム、業務、自然災害など個別に規程・マニュアルを設け、関係部

門にてリスク管理を行っております。 

(2) リスク管理規程を定めリスク管理体制を整備し、当社の経営を阻害する様々なリスクに対し適切

かつ効果的な対処を行い、リスクの顕在化に伴う損失の防止を図っております｡ 

 

 

 



 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 業務分掌規程、職務権限明細表等社内規程を整備し、取締役の権限及び責任を明確にしておりま

す｡ 

(2) 経営の意思決定の迅速化と事業執行の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入し、経営上の

重要な事項については、取締役、常勤監査役、執行役員をメンバーとする経営戦略会議を開き、

そこにおいて幅広い議論を行うことで取締役会の充実した議論に繋げ、職務の効率性を確保して

おります｡ 

 

５．会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1) 企画管理本部において、グループ全体の中期経営計画、年度計画の進捗状況を管理しております。 

(2) グループ全体に影響をおよぼす重要な事項について、子会社の取締役を含めた定例のグループ会

議を通して、慎重に意思決定する体制をとっております。 

(3) 関係会社管理規程を定め、子会社及び関連会社の重要な事項に関しては、当社の承認、もしくは

当社への報告を必要とし、さらには当社の内部監査グループによる監査を通じて業務の適正を確

保しております。 

 

６．財務報告の信頼性を確保するための体制 

(1) 財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、基本方針、関連規程等を定めるとともに、財務報

告の信頼性を確保する為の体制を整備しております。 

(2) 内部統制に関する最高統括責任者である経営者の指示のもとで適正に運用を行っており、また定

期的に有効性の評価を行い、不備がある場合には是正を図っております。 

 

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役との協議の上、

合意する人選を行って配属するものとしております｡ 

 

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

(1) 使用人の業務の実施に関して、取締役から指示、命令を受けないこととしております｡ 

(2) 使用人の人事異動、評価等人事権に係る事項に関して、事前に監査役に報告し、その判断を最大

限尊重することとしております｡ 

 

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

(1) 監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、さら

には関係資料を何時においても閲覧できるものとしております。  

(2) 取締役・執行役員・使用人等は、監査役会の要求に従い、自己の職務の執行状況を報告するもの

としております。 

 

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、相互に十分な情報・意見交換を行うとともに、会計監査人・内部監査部門と緊密な連携

を保ち、さらには代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要事項について相互認識を深める

ようにしております。 

 

 

 

以 上 


